
審議の対象 農薬の食品中の残留基準の設定

経緯
農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴う要請があり、併せてイレポニ

トトレラシス制度に基づく基準設定の要請があらたもの。

構造式

用途 農薬/殺菌剤

作用機構
シアノイミダゾーブレ系化合物の殺菌剤である。ミ、トコンドリアにおけ
る電子伝達系を阻書することにより作用を示すと考えられる。

適用作物/適用病害虫等
適用拡大申請 :キ ャ:ベッ、はくさい等/べと病、根こぶ病等
インポー トトレランス申請 :にん じん、パパィァ等/疫病等

我が国の登録状況 そ!ず、ごばう等に農薬登録がされている:

諸外国の状況

国際基準時設定されていない。米国においてばれぃしょ、なす科野菜、
うり科野菜等、カナダにおぃてばれいしょ、 ド● 卜、うり科野菜等、
EUに おいて トマ ト、うり科野菜等にもぃて基準ぶ設定値 されてしヽ
る。             ,

食品安全委員会における食

品健康影響評価結果

許容一日摂取量 (ADI)L17璽 g/kg体重/day

[設定根拠]2年間:慢性毒性/発がん性併合試験

無毒性量 17.l mg/kg体 重/day

安全係数 100

(ラ ット"混餌)

基準値案
別紙 1の とおり:

残留の規制対象物質 : シアゾフアミドとする。

暴露評イ面

TMD1/ADI比 は、以下のとおりま

TMDI:理論最大一日摂取量(TheOretical Maximum Daily lhthke)

TMD1/ADI比

(%)
国民平均 12.2

幼小児 (1～ 6歳 ) 22.6

妊婦 9.4

高齢者 (65歳以上) 13.0

意見聴取の状況

平成22年 9月 28日 に在京大使館への説明を実施
平成22年 10月 19日 ～11月 17日パブリックコメントを実施
平成 221年 11月 1日 ～12月 31日 WTO通 報を実施

答申案 別紙 2の とおり。

シアゾフラミド(Cya2ofamid)
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農薬名    シアゾフアミド (男 J糸底1)

農産物名
基準値

案

基準値
現行

登録
有無

参考 基 準値

作物残留試験成績等国際

基準

外国
基準値

小麦 0_05 ○ く0_01,(001/(001,(0_01

大豆

小豆類

0.3

0.1

03

01

○

○

006(S),O o4/く 001: く001

0.02,002

1ま力じセヽしよ 0.05 ○

〈001,K001/ 〈001(#),〈 0.01(#)/
・ 〈0.01,く 001

だいこん類(ラデイッシユを含む)の根

だいこん類(ラデイツシユを含む)の葉

かぶ類の根

かぶ類の葉

はくさい        ‐

キャベツ

ケール

こまつな   ´

きような

チンゲンサイ

プロッコリー

その他のあぶらな科野菜

005

10

03

20

2

0_7

15

15

10

3

1

15

005

10

03

20

1

0:05

15

15

10

3

1

15

○

○

○

○

〇・申

○`申

○

○

○

○

○

∩

〈001,〈 001(だ いこん)/〈0005,
〈0005(はつかだいこん)

5.07,3.54(だ いこん)/1.5,2.1(は つかだ
いこん)

、    0.08,0_06

146,972

002,024/008,0.32/ 0.10,072

〈0.01,〈 001/028(#),016(#)

(こまつな参照)

910($),376

185,494

1_02($),076

0.24,0:40

070,0.49(畑わさびの根)、

0_020,1.16(→ (なばな)、 23,85(はたけ
な)、 1.3.1.5(はたけな(な ばな的栽培))

レタス(サラダ菜及びちしや袷 む。) ○

2.76,010(レタス)/517,244(サ ラダ菜)

/1_26,218(リ ーフレタス)

たまねぎ

ねぎ (リ ーキを含むb)

わけぎ

その41の ゆり科野菜

005

2

5

3

005

2

5

3

○

○

○

∩

〈001, く001

036,088

0_75,164($)

126,0_88(葉たまねぎ)

にんじん

みうば

トマト

ピーマン

なす

その他のなす科野菜

0.09

10

2

1

0.5

2

10

2

1

05

2

IT

○

○

○

○

○

009 アメリカ 【く0_01-0045(n=18)(米 国)】

1  2.04, 3.46($)

018,0.52(卜を卜)/1.00,0.72(ミ ニトマト)

0_33($),0.22

0111,0 10

0.30,0.46(ししとう)

037/080/068024(と うがらし)

きゆうり(ガーキンを含む。)

かばちや (スカッシュを含む。)

しろうり

J卜いか

メロン類果実

まくわうり

その他のうり科野菜

07
0.1

0_1

0.05

0.05

01
0_1

0_7

01
0.05

0_05

0.1

01

○
　
　
　
○

○

　

∩

0_10

0.10

0.10

アメリカ

アメリカ

アメリカ

0.08,0.23($)

【く0.01-0.056 4ul米 国ヽばかばちや)]

【米国ぺぽかぼちゃ参照】

〈0_01,〈 0_01          ‐

〈0_01,く 0.01

【米国
^ぽ

かばちゃ参照】

0_02,002(と うがん)

ほうれんそう

しよう力`

えだまめ

○

　

○

（

162($),7.17

0.23,004(しょうが)/ 138,0_99(葉 しよう
が)

234. 040,〈 001.(001

その他の野菜 1 l ○ 44,38(お かひじき)

みかん
ならみかんの果実全体
レモン
オレンジ(ネーブルオレンジを含む)

グレープフルーツ

ライム

その他のかんきつ類果実

07
2

5

5

5

5

5

○
○
○
○
○
○
○

025($),005

054(1),047
2_03($),033

(レモン参照 )

(レモン参照 )

(レモン参照 )

1_06(すだち)tO_35TA」 ぼヽす )
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農薬名 シアゾファミド

(#)これらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行われていない。
($にれらの作物残留試験は、試験成績のばらつきを考慮し、この印をつけた残留偉を基準値策定の根拠とした。

ノ

(別紙 1)

農産物名

轍

第

ＤＤｍ

基準値
現行

録
無

登
有

参考基 準値

作物残留試験成績等

｀  ppm

晰
群
¨

外国
基準値

いちご ○ 0_29(s),〈 o ol

ぶどう ○ 636.19o(小粒)/o_53,1.26(大 粒)

,V<41
IT 台湾 【0.10(#)(台湾)】

その他の果実 l ○ 0_18,0.40($)(い ちしく)

その他のス′くイス

その他のハープ

1 0 ○

　

　

○

338(3),1.51(み かん果皮)

a熱 3ヽiヾ頼 ;Fの≡葉、
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食品名

残留基準値

/Jヽ麦 0.05

大豆 :

/卜百と百につ

R

0.1

|ぎ矛しυヽしよ 005
だいこん類 (ラディッシユを含む)の根

だいこん類 (ラデイッシュ冷 む)の葉

かぶ類の根     l
かぶ類の葉        ‐

はくさい
キャベツ     ｀

ケール
こまつな
きような      _
チングンサイ
ブロッコリー

その他のあぶらな科野菜
(|"   _

0.05

10

0_3

20

2

0.7

15

15

10

3
ヽ
  1

15

レタス(サラダ菜及びちしやを含む。
たまねぎ
ねぎ(リ ーキを含む。)

わけぎ

ぞあ他のゆり科野菜に⇒

10

0.05

2

5

3

にんじん    ,
みつば

トマト
ピーマン

なす

その他のなす科野菜
につ

0_09

10

2

1

0.5

12

きゆうり(ガーキンを含む。)

かばちや (スカッシュを含む。)

しろうり
すいか
メロン類果実
まくわうり

そあ他あうり科野菜にD

0.7

0.1

0.1

Ю

・
０

０
．
０
．

ほうれんそう
しようが
,ガまめ

その他の野菜は0 10

みかん    ‐

なつみかんの果実全体  、

レモ ン

オレンジ(ネーブルオレンジを含む)

グレープフルーツ :
ライム

その他のかんきつ類果実
につ

0.7

2

5

5

5

5

5

いちご

ぶどう

ノくノくイヤ

その他の果実
(注め

1

その他のスノくイスt江
?′

その他のハーブ
(■ 10)

1 0

答申 (案)1
シアゾファミド

ヽ                 偶」紙2)

(注1)い んげん、ささげ、サルタニ豆、サ
ルタピア豆、―パター豆、ペギア豆、ホフイ
ト豆、ライマ豆及びレンズ豆を含む。

ヽ(注2)「その他のあぶらな科野菜」とは、

あぶ らな科野菜のうち、だいこん類の根、
だいこん類の葉、かぶ類め根、かぶ類の

葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、
キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつ

なkき ような、チングジサイ、カリフラ
フニ、プロッコリー及びハ

=ブ
以外のもの

をいう。

(注3)「その他のゆり科野菜」とは、ゆり
科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんに
く、にら、アスパラガス、わけぎ及びハー
ブ以外のものをいうと

(注4)「その他のなす科野菜」とは,なす
科野菜のうち, トマ ト,ピーマン及びなす
以外のものをいう。

(注5)「その他のうり科野菜」とは、うり
科野菜のうちてきゆうり、かばちや、しろ
うり、すいか、メロン類果実及びまくわう
り以外のものをいう。

(注6)「その他の野菜」とは、野菜のう
ち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶ
らな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せ
り科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほう
れんそう、たけのこ、オクラ、しようが、
未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだま
め、きのこ類、ス′くイス及びハーブ以外の
ものをいう。

(注7)「その他のかんきつ類果実」とは、
かんきつ類果実のうち、みかん、なつみか
ん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果
実全体、レキン、オレンジ、グレープフ
ルーツ、ライム及びスパイス以外のものを
いう。

(注8)「その他の果実」とは、果実のう
ち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、
西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタ
リン、あんずですもも、うめ、おうとうt

ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キ
_

ウイー、パパイヤ、アボカ ド、パイナップ
ル、グアバ、マンゴー、パ ッションフルー

ツ、なつめやし及びスパイス以外のものを
いう。

(注9)「その他のスパイス」とは、スパイ
スのうち、西洋わさび、わさびの根茎、に
んにく、とうがらし、パプ リカ、しよう
が、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆず
の果皮及びごまの種子以外のものをいう。

(注10)「その他のハーブ」とは、1ハニブ
のうち、クレソンくにら、バセリの茎、パ

セリの葉、セロリの茎及びセ ロリの葉以外
のものをいう。メ
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審議の対象 農薬の食品中の残留基準の設定

経緯 農薬取締法に基づ く適用拡大申請に伴う要請があうたもの。

構造式

Ci

用途 農薬/殺虫剤

作用機構

フエイキシーピリジロキシ誘導体の構造を有する
な作用機構は明らかになっていないが、野菜類の鱗翅目害虫及び総翅
目害虫に対して防除効果を示す。

適用作物/適用病害虫等 適用拡大申請 :豆類 (未成熟)/ハスモンヨトウ
我が国の登録状況 大豆、だいこん等に農薬登録がされている。

諸外国の状況

国曝基準は設定されてし)な い。米国においてキャベツ、プロツコリー
等、Eu l三 ぉしヽて トマト、メロン類果実等についそ基準ぶ設定値されそ
いる。  _      1                :

食品安全委員会における食

品健康影響評価結果

許容,日 摂取量 (ADl)1 0.028 mg/kg体童/day

[設定根拠]2世代 繁殖試験 (ラ ット・混餌)

無毒性量 2.80 mg/kg体 重/dayl_

安全係数 100  1

基準値案
別紙:1の とおり。

残留の規制対象物質 :ピ |リ ダリルとする。

暴露評価

丁MD1/ADI比は、以下のとおり。

TMD1//ADI 比

(%)
国民平均 33.3

幼小児 (lγ 6歳 ) 59.3

妊婦 28.2

高齢者 (65歳以上 ) 30.2

TMDI:理論 最 大 一 日摂 取量 (TheOretical Maximum Dail,Ihtake)

意見聴取の状況
平成 22年 11月 2日 に在京大使館への説明を実施
平成 22年 11月 11日 ～12月 10日 パブリックコメントを実施
平成 22年 11月 23日 ～平成23年 1月 22日 WTO通報を実施

答申案 別紙 2の とお り。

ピリダリル (Pyridalyl)
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菖裁      ピリダリル (別紙 1)

おこlζ雰存協震喜歌繁殴躇磨翻鶴 :祠謡鰹諄
けた残留値を署奮写不定

の根摯とレ■

農産物名
基準値

案
基準値
現行
DDm

登録

有無

参 考 基 準イ直

作物残留試験成績等

ppm

国際

基準

外国
基準値

大 百 ○ 001,0.04/く 0.01,〈 0.01

ばれいしよ
さといも類 (やつがしら袷 む。
かんしよ

（
υ

005

005
0.05

0.05

○
○
○

く0.01

(0.01

く0.01

だいこん類 (ラデイッシユを含む)の根

だいこん類 (ラデンッシユ冷 む)の葉

|まくさセヽ

キャベツ

チ
`鰤

0.1

5

1

0_2

15

2

0.1

5

1

02
15

2

○

○

○

○
○
∩

(0.01,0.02

2.22($),0.76

037,017  ｀

o.04,0.03

283,8.02($)

0160,050

レタス(サラダ穀 びちしやを

含む。)  .
その他のきく科野菜 i

０

〉

　

一ｂ

２ ○

　

○

1_92,171(レタス)

140,668/15_2,598(リ ーフレタつ
112($),1.12(立ちちしゃ)

196,2.36(食 用ぎく)

09R,7,(夫 <`迪雪ヽヽ

ねぎ(リーキを含む。)

アスパラガス

〇

　

〇

176,16∝葉ねぎ)

051,1.12(根 深ねぎ)

0_12,1_30(#)($)

トマト

ピーマン

なす

その他のなす科野菜

○

○
○

○

0.38;0.31(l--?l-.)
i. tz, t. 76($Xi=l-.-zl-)

- 0.62,0.74

0.36,0.36
2.14,r.7e(L)i\bL)
r.22.r.6L(LLPa)

きゆうり(ガーキンを含む。)

メロン類果実

０

．

・

０

０

．

・

０

○

○

0.20,016

(001,〈 001

未成熟えんどう
未成熟いんげん
えだまめ

○

申

０

246,142

116($),0.60

147,172

その他の野菜 5 申
(未成熟えんどう、未成熟いんげん、

しヽちご 5 5 C 164($),123

lo\fuat:-) ○

210,164(し そ)

481,536(し その花機
122382(バ

=ジ

′L/b
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ル

食品名
残留基準値

大 豆

ばれい しよ
さとい も類 (やつがしらを含む。)

かん しよ       '

0.05
0.05
0.05

だいこん類 (ラディッシュを含む)の根
だいこん類 (ラディッシ三を含む)の葉
はくさい
キャベツ
チングンサイ   ・

プロッコリー

0.1

5

1

012

15

2
レタス (サ ラダ粟及びちしやを含む。)

そめ他のきく科野菜注1)

準ぎ (リ ーキを含む。)

アスパラガス
トマ ト
ピ,マン

なす      .‐
その他のなす料野菜注2)

きゆ うり (ガー キ ンを含む。 )

メ ロン類果実
0.5

0.05
未成熟えんどう
未成熟いんげん
えだまめ

その他 の野菜 =1) 5

いちご

その他 のハー ブ江4,

答 申 (案) (男り糸鴎2)

注1)「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜
のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョー
ク、チコリ、エンダイブ(しゆんぎく、レタス及び
ハ‐プ黙外のものをいう。      1

注2)「その他のなす科野菜」とは,なす科野
菜のうち,トマト,ピーマン及びなす以外のも
のをいう:             ´

注3)「その他の野菜」とは、野菜のうち、ぃも
類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、き
く科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野
菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、ォクラ(

しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、
えだまめ、きのこ類、不パイス及びハープ以外
のものをいう。

注4)「その他のハーブ」とは、ハープのうち、
クレソン、にら、がャリの茎、′iセリの来、セ童リ
の茎及びセロリの葉以外のものをいう。
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審議の対象 農薬の食品中の残留基準の設定

経緯 農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴う要請があつたもの。

構造式 〔E

用途 農薬/殺ダ■剤

作用機構

ナフトキノン骨格を有する殺ダ千剤であり、ダニ類のミトコンドリア

2霧貢言病季Fな llう

酵素得合管「嘱言1'こ
と

|こ
キ|'マ果をテす

適用作物/適用病害虫等 適用拡大申請 :う めt さといも等/ハダニ類等
我が国の登録状況 かん言っtなす等に農薬登録がされている。

諸外国の状況

国際基準は設定されていない。米国においてりん:ご、かんきっ類等t

カナダにおいてりんご、なし等、亡uにおいてりんご、かんきつ類等に
ついて基準が設定値がされている。

食品安全委員会における食

品健康影響評価結果 :

下
[設定根拠]7年間 慢性毒性/発がんl■併合試験 (ラ

'卜

・混餌)

無毒性量 2‐ 25 mg/kを 体重/day

l  安全係数 100

基準値案
別紙 1の とおり。          1
残留の規制対象物質 :アセキノシル及び代謝物AKM-05と するよ

暴露評価

丁MD1/ADI比 は1以下のとおり6

TMD1/ADI LL

(%)
国民平均 18.9

幼小児 (1ん 6歳 ) 39.3

妊婦 i 18.3

高齢者 (65歳以上) 22.8
TMDI 理論最大一自摂取量 (TheOretical Maximum Dai ly tntake)

意見聴取の状況

平成 22年 11月 2日 に在京大使館べの説明を
平成 22年 11月 11日 ん12月 10日 パブリックコメントを実施
平成22年 11月 23日 ん平成23_年 1』 22日WTo通報を実施

答申案 別紙 2の とおり。

アセキノンル (Acequin6cyl)
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自墓名       アセキノシル     __ 暢り紙 1)

農産物名
帥
案
¨

基準値
現行

登録
有無

参 考基準値

作物残留試験成績等国際
基準

外国
基準値

」ヽ豆類 ○ く0.03,0.20

やまいも 0.2 ○ く003,〈 003

その他のきく科野菜 5 申 2.0($),0.9(食 用ぎく)

ピーマィ           、_
なす

その他のなす科野菜    ___

l

l_0

申

○

韓 国

0_79,0_98

049御),0.35(#),0.23(#),0.32(

:          1)

rn RRr磋章[ョ >ら ボ餞1´ 1ヽ

きゆうり(ガーキンを含む。)

かばちや (スカッシ三を含む。

しろうり

すいか
メロン類果実
まくわうり

その4bあうり科野菜

05
0_5

07

0.1

0_1

0.1

0_7

0.7

0_1

0.1

01

07

○
○
　
　
　
○
　
○

〇
〇
　
　
　
〇

0.08(→ ,011(#)($)

0 16,(0.10

きゆうりの残留値の2倍

にて緊急登録
(農林水産省からの理
由書による要請)

〈003(#),〈 o_03(#)
〈0_03(#),〈 003(#)

(メロン参照)

しろうりの緊急登録と同
期化した対応

(農林水産省からの理
由書による要請)

その他の野菜 1 〇・申
011,027($)(食 用バンジー)

0204(S)(さとい1、 葉柄)

みかん

なつみかんの果実全体

レモン

オレンジ(ネーブルオレンジを含む)

グレープフルーツ

ライム

その他のかんきつ類果実 _

012

2

1

2

2

2

02

2

1

2

2

2

1

○

○

○

○

○

○

　

○

アメリカ 003(#),003(#)

091(#),0“ (#).064(#),052(lll

041(#)

(なつみかん果実全体参照)

(なつみかん果実全体参照)

(なつみかん果実全体参照)

tO.290(かばす)

046は)(すだち)

りんご

日本なし

西洋なし

マルメロ

r、ォっ

0.7

0_4

04

l

l

0.4

0_4

〇
　
　
〇
　
　
〇 0.40

0.40

0.40

アメリカ

アメリカ

アメリカ

023(#),026(#)

【0025-0226(n=20(米 国)】

0.77(#),0.28(#),031(#),0:35(

‖),

0.44,0 18

'(日本なし参照)

【0.011● .049(F12)(米 国)1

【米国りんご、西洋なし参照】

【米国りんご、西洋な参 照】

もも
ネクタリン
あんず (アプリコットを含む)

すもも(プルーンを含む)

うめ     :
ぉぅルぅrヮ

色ェリー希 とP)

0_1

1

07
2

2

01
1

07

2

○
○

　

○

申

∩

く0.030),0.03← )

0_36,030

0.05,0.28($)

092:045

0_44(I),057(#)

いちご 2 2 ○ 043,071

ぶどう ○ 0 14,0_14

′くパイヤ
ヤンゴー

○

○

0.45,0.42ヽ

0.17,0.19

その他の果実 2 2 ○

0.69,0.81(あ けび)

021.0.21(ゴ レンシ)
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農薬名      アセキノシル

($)これらの作物残留試験は、試験成績のばらつきを考慮し、この印をつけた残留値を基準値策定の根拠とした。
(→これらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行われていない。

(別紙 1)

農産物名
基準値 :

案
基準値
現行

登録
有無

参考基準値

作物残留試験成績等鰈群
ＤＤｍ

外国
基準値

くり

ペカシ

アーモンド

くるみ

その他のナッツ類

0.02

0.02

0_02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0`_02

0.02

0.02

0.02

0.02

0_02

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

アメリカ

【米国ペカン、ァーモン餞期間

【くO o2(F5)(米国)】

【(002(n‐5)(米国)】

【米国ペカン、アーモンE参照】

墜 国ペカン、アーモン睡舞d
茶 D 12.9(#りい,,4.8(#),3.∝ #),14.3(

#)

その他のスパイス

その他のハーブ

○
　
○

0_3,08(さんしよう)

1.92(#),3.00鰤 )(みかんの果
皮)

JI,2_2(し そ(葉))
牛の脂肪
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪
牛の肝臓

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

アメリカ
アメリカ
アメリカ
アメリカ
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食品名

残留基準値
※

DDm

小亨類
注1)

や士い|、 (長いもをいう。)

蒻爾万暮く科野菜望
ピーマン

なす

そあ仙のなす科野菜お)

1

1

きゆうり(ガーキンを含む。)

かぼちや:(スカツシュを含む。)

しろうり
すいか

メ■ン類果実
まくわうり
その伸のうり科野菜|°

0_5

05

0.7

0_1

0.1

01
07

その伸`の野菜
注5)

みかん

なつみかんの果実全体

レモン

オレンジ (ネーブルオレンジを含む )

グレープフルーツ

ライム

その他のかんきつ類果実
注0

りんご

日本なし

西洋なし
マルメロ

びわ

07
1

1

0.4

0_4

もも

ネクタリン   ・

九 も(プルニンを含む)

うめ
法うルう

`チ

ェリーーを含ね)

0.1

1

07
2

2

いちご 2

だう

f,t:4I
-?:/J'* ハ

υ

そのrlbの 果雲注っ 2

くり

ペカン

アーモンド

くるみ   :
の́伸のナッツ類■8)

0

0

002
0:02

0_02

本 40

?ahh.Dzt:47aet
7611gt 6;tr-)ero)

牟%得3片
棲

'乳

類呼
「

する
引
物

温Dの
脂肪

その他の陸棲哺予L類に属する動物の肝臓 _二_

0.02

002
0.02

002

答 申(案)
(男り糸氏2)

※今回残留基準を設定するアセキノシルと
は、アセキノシ″及びアセキノシルヒド●キシ

体(3-ドデシルー2-ヒドロキシー1,4-ナフ

トキノン)をアセキノシル含量に換算したもの
の和をいうこと。        ・

注1)いんげん、ささげ、サルタ■豆、サルタピ

ア豆、パター豆、下ギア豆、ホフイト豆、ライマ
豆及びレンズを含む。

滋 )「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜
のうち、ごぼう、サルシアィー、ア~テイチョー

ク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス及
びハープ以外のものをいう。

注3)「その他のなす科野菜]とは:なす科野
菜のうち,トマト,ピーマン及びなす以外のも
のをいう。        子

注4)「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜の

うち、きゆうり、かばちや、し/pうり、すいか、メ
ロン類果実及びまくわうり以外のものをいうq

注5)「その他の野菜」とは、野菜のうちtいも
類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜:き

く科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科
野菜、ラリ科野菜、ほ れゝヽそう、たけのこでオ
クラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いん
げん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びィヽ一
ブ以外のものをいう。

注6)Fその他のかんきつ類果実」とは、かんき
つ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつ

みかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レ

モン、オレンジ、グレープフルーツ、フイム及
びスパイス以外のものをいう。
日                1

注7)「その他の果実Jとは、果実のうち、かん

きつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マ

ルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、ヽ
も、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、か
き、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パ

イナップル、グアバ マヾンゴー、パッションフ
ルーツtなつめやし及びスパイス以外のもの

をいう。

警l当:陶 奪 去 寧主鼈 く
るみ以外のものをいう。

注9)「その他のスパイス」とは、スパイスのう
ち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とう
がらし、パプリカ、しようが、レモンの果皮、オ
レンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以
外のものをいう。

注10)「その他の′、
ニブ」とは、バープのうち、

クレソン、にら、不ャリの茎、パセリの葉、セロ

ツの茎及びセロリの葉以外のものをいう。

注11)「そめ他の陸棲哺手し類に属する動物」
とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及
び豚以外のものをいう。
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審議の対象 農薬の食品中の残留基準の設定

経緯 農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴う要請があったもの。

構造式
′ 〔〕

用途 農薬/除草剤

作用機構 蓋χI暮量管譜曇事2雪言肇F靴£碁羹T席置を[
停止し枯死させると考えられている。除草活性|さ S体のみ I三存在する。

適用作物/適用雑草 移植水稲 、直播水稲 /水田一年生雑草

我が国の登録状況 移植水稲、直播水稲に農薬登録がされていこ

諸外国の状況

国際基準は設定されていない。米国、カナダ、欧州連合 (EU)、 オース
トラリア及びニュニジーラン ドいず4の国及び地域におぃても基準値が
設定されていない。

食品安全委員会における食品

健康影響評価結果 ~

許容一日摂取量 (ADl) 0.Q035:mg/kg体重/“y    ~T~
[設

=根
拠]2年間 慢性毒摯/発がん性併含試験 (ラ ット・混餌)

無毒性量 0.356 mg/kg体 重/day.:   ・  ・

安全係数 100   :

基準値案
別紙liの とおり6

残留の規制対象物質 :イ ンダノファンとする。

暴露評価

TMD1/ADI比は、以下のとおり。      ~「 丁

TMD1//ADI比

(%)
国民平均 10.3

幼小児 (1～ 6:歳 ) 19.4

妊婦 ７
′

０
０

高齢者 (65歳以上) 9.3

TMDI:理論最大一日摂取量 (The2retical MaxiⅢ品Dally lntake)

意見聴取の状況

1平成 23年 1月 14、 日に在京大使館への
平成 23年 1月 27日 ～2月 25日 パブリックコメン トを実施
平成 23年 1月 31日 t平成 23年 4月 1日 WTo通 報を実施

答申案 別紙 2の とおり。

ィンダノフラン (Indanofan)
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農薬名     インダノファン

踊励磐肇珈講離|ちζ配禦l躙掌理●製誉碁贅紘

(万 1J糸〔1)

農産物名
鰤
案
¨

基準値
現行

録
無

登
有

'参考 基 準 4nL

作物残留試験成績

DDm
断鮮
¨

外国
基準値
ppm

来(玄米をいう 0 〈001(#)く 001(

小麦

大麦
魚介類

005

005
0.04 004

申

申

〈0.01,く 0.01

く0.01,〈 0.01

推 :0.033
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答申 (案 )

ダ

(男」糸氏2)

ンダノファン

食品名
残留基準値

米 (玄米をいう。
小麦
大麦

0.05

0_05

0.05
ミ′)類 0.04
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